
平成２２年１１月５日

会 員 各 位

社団法人 日本病院薬剤師会

平成２２年度がん薬物療法認定薬剤師研修の

第３期研修生募集の締切日延長について

平素より、当会の事業に対しご理解と御協力を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、平成２２年１０月４日付で、「平成２２年度がん薬物療法認定薬剤師養

成研修の第３期研修生の募集案内」を致しておりますが、今般、研修生の募集

期間を延長することと致しましたので、ご案内致します。

締切日を 平成２２年１１月１２日（金）（必着）としますので、現在応募を

検討されている方は、１０月４日付にて当会ホームページ上に掲載している「平

成２２年度がん薬物療法認定薬剤師養成研修の第３期研修生の募集について」

を参照いただき、「がん研修応募申請書」をダウンロードしてご応募下さい。

なお、１０月３０日付で「がん薬物療法認定薬剤師認定申請資格」が改訂に

なっておりますので、ご確認をお願い致します（次頁参照）。

【応募申請書の送付先】

〒１５０－０００２

東京都渋谷区渋谷２丁目１２－１５ 日本薬学会長井記念館８階

社団法人 日本病院薬剤師会事務局総務課

※ 封筒の表書きに「がん専門薬剤師研修事業 第３期研修応募申請書在中」と

朱書きして下さい。

【問い合わせ先】

事務局 大森・長島

Ｔｅｌ． ０３－３４０６－０４８５



 
がん薬物療法認定薬剤師認定申請資格	 

平成２２年１０月３０日	 

	 

１．がん薬物療法認定薬剤師認定申請資格	 

以下の全てを満たす者は認定を申請することができる。	 

（１）日本国の薬剤師免許を有し、薬剤師として優れた見識を備えていること。	 

（２）薬剤師としての実務経験を５年以上有し、日本病院薬剤師会あるいは日本薬剤師会	 

の会員であり、かつ、別に定める学会のいずれかの会員であること。	 

（３）日本病院薬剤師会生涯研修履修認定薬剤師、日本医療薬学会認定薬剤師、薬剤師認	 

定制度認証機構により認証された生涯研修認定制度による認定薬剤師、あるいは日	 

本臨床薬理学会認定薬剤師であること。	 

（４）日本病院薬剤師会が認定する研修施設（以下「研修施設」という。）において病棟	 

業務（薬剤管理指導業務）、抗がん薬注射剤混合調製、薬物血中濃度モニタリング、	 

緩和ケア等の実技研修を３ヶ月以上履修していること、または、研修施設において	 

３年以上、がん薬物療法に従事していること（所属長の証明が必要）。	 

（５）日本病院薬剤師会が認定するがん領域の講習会、及び別に定める学会が主催するが	 

ん領域の講習会などを所定の単位（４０時間、２０単位以上）履修していること。	 

ただし、４０時間のうち日本病院薬剤師会主催のがん専門薬剤師に関する講習会	 

１２時間、６単位以上を取得すること。	 

（６）	 がん患者への薬剤管理指導の実績５０症例以上（複数の癌種）を満たしていること。	 

（７）病院長あるいは施設長等の推薦があること。	 

（８）日本病院薬剤師会が行うがん薬物療法認定薬剤師認定試験に合格していること。	 

	 

附則	 

１）平成１８年度～平成２０年度における３ヶ月間の実務研修（上記（４））を履修し、	 

平成２１年９月３０日までに認定申請する者にあっては（８）を必要としない。	 

２）がん薬物療法認定薬剤師申請資格は平成１９年４月１日より施行する。	 

３）平成１９年４月２１日改定	 

４）平成２０年２月２日改定	 

５）平成２０年６月７日改定	 

６）平成２０年７月２６日改定	 

７）平成２１年６月５日改正	 

８）	 平成２２年１０月３０日改正	 ただし、平成２２年度までに３ヶ月間の実務研修（上記（４））

を履修し、平成２３年度までに認定申請する者にあっては（５）は従前の単位（１０時間、

５単位以上）で差し支えない。	 

	 

別添	 

がん薬物療法認定薬剤師認定申請資格に関する事項	 

１．（２）、（５）で「別に定める学会」とは、以下の通りである。	 

●	 日本医療薬学会	 	 	 	 	 	 ●	 日本癌治療学会	 

●	 日本薬学会	 	 	 	 	 	 	 	 ●	 日本臨床腫瘍学会	 

●	 日本臨床薬理学会	 	 	 	 	 ●	 日本緩和医療学会	 

●	 日本癌学会	 	 	 	 	 	 	 	 ●	 日本緩和医療薬学会	 

２．（５）で「日本病院薬剤師会が認定するがん領域の講習会」とは、以下の団体が実施する講

習会である。	 

●	 日本病院薬剤師会	 

●	 各都道府県病院薬剤師会（ブロック開催も含む）	 

３．（４）に定める実技研修の履修者に限り（５）の「日本病院薬剤師会が認定するがん領域の

講習会」として、以下に定める機関が実施する講義研修を認める。	 

●	 がん専門薬剤師研修事業において日本病院薬剤師会が認定する研修施設	 


